
■以下は、よくある間違いです。注意してください。 

 

・受入申請書の年齢は、2024年 4月現在です。提出時の年齢ではありません。 

 

・受入申請書に直筆署名を忘れないでください。(他の欄は自書・タイプいずれも可) 

 

・受入申請書に記入した志望専攻と希望指導教員の所属が一致していますか？ 

 一致していない場合は、選考を行うことができないので、よくご確認の上、記入してください。 

 

・申請書類一式に在外公館の確認印はありますか？ 

確認印がない場合は、在外公館に問い合わせてください。 (根拠：文部科学省募集要項 11(3)) 

 

 

■以下は、よくある質問です。 

 

Ｑ：指導していただける教員の名前がわかりません。研究計画を送るので、先生を紹介していただ

けませんか？ 

Ａ：国際交流支援チームでは、指導教員の紹介はいたしません。 

ご自身で、よく調べて「受入申請書」に指導を希望する教員の名前を記入してください。 

 

 

Ｑ：申請書類を送る前に、「受入申請書」に記載する指導教員の承諾を得ないといけませんか？ 

Ａ：いいえ。 

「受入申請書」に記載する教員の承諾を得る必要はありません。 

 

 

Ｑ：申請書類を送る前に、「受入申請書」に記載する指導教員と連絡を取ることはできますか？ 

連絡先を教えてもらえますか？ 

Ａ：連絡を取ることは妨げません。 

ただし、事前に連絡を受け付けるかどうかは、教員や専攻によって違います。 

各専攻等の連絡先に問い合わせてください。 

連絡先は、専攻等のウェブサイトを参考にしてください。 

 

 

Ｑ：結果はいつ頃もらえますか？他の手続きに結果が必要です。早く結果を教えてもらえません

か？ 

Ａ：ウェブサイトに記載のとおり、2023年 9月 27日（水）（JST）までに本人宛に通知します。 

個人の事情に合わせて選考を進めることはできません。 

早く申請書類を提出したからといって、結果が早く出るとは限りません。 

https://www.mext.go.jp/content/20230420-mxt_kotokoku01-000029062-01.pdf

